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 値嵩株と低位株はどちらがお好みですか？ちょっと山っ気の多い個人投資家の場合、低位株の方が率がいいか

らという理由で好んで売買される方が多いようです。値嵩株、低位株には定義や絶対基準はなく、株価水準が高い

銘柄が値嵩株であり、株価水準が低い銘柄が低位株です。東京証券取引所が算出・発表している単純平均株価と

いう指標があります。東証第 1 部の全銘柄の上場株式数の大きさに関係なく各銘柄の株価を単純に合計し、銘柄

数で割ったものです。5/1 現在で 457 円です。 

この単純平均株価よりも低い株価であれば、低位株として見ることもできます。低位で推移するにははそれなり

の理由があります。業績が芳しくなく、無配だったり、債務が多いなどがあり、逆に値嵩株は高成長が期待でき、市

場からは2ケタ以上の増益が見込まれるなどから株価が高い水準にあります。値嵩株が赤字に転落すれば株価は

下落しますが、3000円台から3けたまで下落することは滅多にありません。最近ではパイオニアやセイコーエプソン

などがいい例となります。 

個人投資家の場合、低位株だから“損してもたかがしれてる”、“ただにはならないだろう”ということで注目されて

いることが多いようですが、株数が多くなればその分損失も大きくなります。銘柄選択を自分の懐にあわせて投資

を行なうと、“わるかろう、やすかろう”の銘柄ばかりを買うことになります。低位株を好んで株数を調整して買うので

あれば、宜しいのですが、自分の持ち金または余った残金にあわせて銘柄を選ぶのではなく、どんな値嵩株でも最

低単元は買える投資金額で相場に臨まれた方が目線が下がらず相場全体が良く見えると思われます。 

値嵩株（ねがさかぶ）vs 低位株（ていいかぶ） 
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■金融商品取引法に基づく重要な注意事項 

〔当社の概要〕    商 号 等：丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 167 号 

加入協会：日本証券業協会 

〔手数料等の概要〕 

上場有価証券等に関する手数料等の概要 

・ ｢一日コース｣による株式の売買取引には、売買代金に対し最大税込 0.084％（30 万円以下の場合は 252

円）の委託手数料をいただきます。 

・ ｢銘柄コース｣による株式の売買取引には、売買代金に対し最大税込 0.105％（20 万円以下の場合は 210

円）の委託手数料をいただきます。 

・ ｢夜間取引｣による株式の売買取引には、売買代金に対し最大税込 0.105％（100 万円以下の場合は 1050

円）の委託手数料をいただきます。 

・ 上場有価証券等のうち転換社債型新株予約権付社債(CB) の売買取引には、売買代金に対し最大税込

0.105％（100 万円以下の場合は 1050 円）の委託手数料をいただきます。 

・ 株式を募集･売出し等により取得する場合は、購入対価のみのお支払となります。 

・ 信用取引により株式等を売買する場合は、上記委託手数料とは別に、委託保証金として売買代金の 40％

以上かつ 30 万円以上の預託が必要となります。その他に管理費及び権利処理費等をいただきます。また

新規買付の場合、買付代金に対する金利を、新規売付の場合、売付株券等に対する貸株料及び品貸料を

いただきます。 

投資信託に関する手数料等の概要 

・ 投資信託の購入等にあたりお客様にご負担いただく費用として、申込手数料(申込時に直接ご負担いただ

く費用)、信託財産留保金(換金時に直接ご負担いただく費用)、信託報酬(保有期間中に間接的にご負担

いただく費用)などがあります。 

・ これらの費用は商品毎に異なりますので、詳細は各商品の目論見書又は当社ホームページの各商品ペー

ジをご確認ください。 

〔リスクについて〕 

上場有価証券等に関するリスク 

・ 株価の変動等により損失が生じる恐れがあります。外国株式は、為替相場の変動等により損失が生じる

恐れがあります。 

・ 転換社債型新株予約権付社債(CB)は価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。また権利行使で

きる期間や条件に制限があります。 

・ 信用取引では委託保証金の額に対して最大 2.5 倍の投資が可能です。したがって信用取引においては損

失の額が預託した委託保証金の額を上回る可能性があり、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 

投資信託に関するリスク 

・ 主な投資対象が国内株式である投資信託の基準価額は、組み入れた株式の値動きにより上下しますので、

これにより投資元本を割り込む恐れがあります。 

・ 主な投資対象が円建て公社債である投資信託の基準価額は、金利の変動等による組み入れ債券の値動き

により上下しますので、これにより元本を割り込む恐れがあります。 

・ 主な投資対象が株式･一般債にわたっており、且つ、円建･外貨建の両方にわたっている投資信託の基準

価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより

投資元本を割り込む恐れがあります。 

・ これらのリスクは商品毎に異なりますので、詳細は各商品の目論見書又は当社ホームページの各商品ペ

ージをご覧ください。 

〔契約締結前交付書面等について〕 

※各商品等のご購入のお申込にあたりましては、当社より所定の契約締結前交付書面（投資信託においては

目論見書及び目論見書補完書面）を交付いたします。書面をよくお読みいただき内容を十分にご理解いた

だいたうえでお申込いただきますようお願いいたします。 




